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研究成果の概要（和文）：研究のため海外の遺伝資源を利用するには、さまざまな障壁がある。それは生物多様
性条約関連の国際条約に基づく制限である。本研究において、ネパール、インドネシア、ベトナム、タイを対象
に、よりスムーズな海外遺伝資源の入手を実現するために、各国の遺伝資源入手方法の明確化と入手契約
（MTA）の定型化を検討した。結果、それぞれの国で国内法の整備状況は違うものの、利益配分の明確化によ
り、容易にMTAが締結され、遺伝資源の入手が実現され、その調査結果を元にMTAの雛型を完成させた。調査対象
の国による入手手順も明確化した。調査対象国以外の国での遺伝資源の入手についても本MTA雛型で締結可能で
あることを実証した。

研究成果の概要（英文）：There are problems that is not easy to obtain genetic resources (GRs) from 
foreign countries for the research without heavy negotiations.  It is due to unclear procedure to 
get GRs in countries and/or the situation of domestic laws related to the Convention on Biological 
Diversity (CBD), Nagoya Protocol (NP) and other international treaties. In order to solve these 
problems, the procedures to obtain GRs in countries (Nepal, Indonesia, Vietnam and Thailand) were 
investigated and a uniformed agreement (MTA) to obtain GRs was prepared by discussions with research
 institutions’ authorities and Governmental officers  to sign an MTA. Consequently, the procedure 
to get GRs in the country became clear and the uniformed MTA that is also agreeable in several 
countries other than the country was established.

研究分野： 科学技術政策
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 1993 年 12 月に発効した生物多様性条約
（CBD）は海外の遺伝資源の 1）生物多様性
の保全、2）生物多様性の構成要素の持続可
能な利用、3）遺伝資源の利用から生ずる利
益の公正かつ衡平な配分（BS）を目的とした
国際条約である。 この中では、海外の遺伝
資源にアクセスする場合、その遺伝資源を有
する国の政府機関に事前同意（PIC）、相互
合意された条項（MAT）を取得しなくてはい
けないと定められている。 
 また、CBD の発効後、国連食糧農業機関
（FAO）では、CBD と相補的な、食料農業
分野における植物遺伝資源の国際的な取扱
いを定めた“食料及び農業のための植物遺伝
資源に関する国際条約”（ITPGR）が 2001
年 11 月に採択され、ITPGR で指定された作
物に関しての活用の取り決めが定められた。
日本は CBD,ITPGR ともに批准しているた
め、これらのポリシーと資源保有国のルール
に従い、遺伝資源を正しく活用する必要があ
る。 
 CBD は現在 193 ヶ国が批准しているが、
それに基づく遺伝資源の活用に関する国内
法を定めている国は、その約 20％といわれて
おり、遺伝資源を用いた研究を実施しようと
しても、各国での CBD,ITPGR 等のポリシー
が様々であることや、国内法が無い場合
PIC,MAT の取得および合意の手順が不透明
であること、PIC,MAT の雛型が無いこと、
遺伝資源にアクセスする方法が不明である
こと、遺伝資源の利用条件が厳しく合意に至
らないことなどの理由で研究材料を日本に
持ってくることが出来ず、企業や大学が研
究・開発をあきらめるケースは少なくない。 
 上述の理由で、多くの有望な共同研究が停
止している。さらに今後、CBD を採択した
国々は NP の批准を進める事から、国内法の
整備、遺伝資源の利用制限の強化が益々進み、
海外の遺伝資源を活用した研究がなかなか
進まなくなってくると予想される。日本の基
礎研究、応用研究をライフサイエンス分野に
於いて発展させていく場合、海外の遺伝資源
は、新しい知見を得るためにも重要な材料で
ある。このため、それらの遺伝資源へのアク
セスを容易にすることは、大学研究のみなら
ず産業界の研究・開発の推進に資する貴重な
テーマでもあり、さらに、CBD 等の国際ル
ールに従って、スムーズに活用できるように
することは、今後の重要な課題であるといえ
る 
２．研究の目的 
 PIC,MAT の雛型、取得手順、各国のポリ
シーを反映した共同研究契約の雛型、研究材
料移転契約（MTA）の雛型が無いことが、海
外の遺伝資源にスムーズにアクセス出来な
い大きな理由である。これまでに、アクセス
と利益配分（ABS）に関する研究は多く報告
されているが、PIC,MAT,共同研究契約、MTA
のモデル化については、試みられた事例がな

い。そこで今回は、さまざまな状況にあるモ
デル国の事例を調査し、上述のモデル化を試
みることとした。そこで、ネパール、インド
ネシア、ベトナム、タイの国々が、海外研究
機関とどのような PIC,MAT,覚書（MOU）,
研究材料移転契約(MTA)を用いて共同研究を
行っているか（含む考え方やポリシー）を調
査し、スムーズに研究が行われる為の
MAT,MOU,MTA のモデル化（海外遺伝資源
アクセスの手順書作成）を行う。 
３．研究の方法 
 ネパール、インドネシア、ベトナム、タイ
において、資源利用機関との研究の現状調査
を行い、それぞれのステータスにあるモデル
国に於いて、どのような PIC,MAT,MOU,研究材
料移転契約(MTA)（含む考え方）を用いてい
るかを調査する。さらに、それぞれの国のポ
リシー、利益配分（BS）への考え方などをヒ
アリングし、その成果として、日本の大学・
企業が海外の研究機関と遺伝資源を活用す
る研究を実施する際に、スムーズに研究が行
われる為の手順、PIC,MAT,MOU,MTA のモデル
化を試みる。 
（１） 遺伝資源の国内法とアクセスルー
ル（PIC,MAT の有無）の確認 
CBD 関連条約の採択過程にあるモデル国に、
資源利用の入口である国内法について具体
的にヒアリングする。特に名古屋議定書にお
いて、BS、伝統的知識の利用について、明確
に提唱されていることから、これらの課題が、
それぞれの MAT,共同研究契約、MTA に反映さ
れると考えられるため、各国の現状認識と具
体的な対応策（大学・企業が研究する際にど
のような提案をすべきか）を重点にヒアリン
グを行う。 
（２） 資源利用機関との共同研究の現状
と契約ポリシー・遺伝資源移転に関するポリ
シーの調査 
それぞれの国において実施されている共同
研究の実態調査（ヒアリング）とその実施さ
れている共同研究契約もしくは契約ポリシ
ー（含むABSポリシー）について調査を行う。
同時に研究材料の移転が行われているのか、
行われていれば、研究材料移転契約（MTA）
の案もしくはポリシーについてもヒアリン
グを行う。図 1に示した様に、研究相手の国
に還元する、いわゆる利益配分のケースステ
ディを行い、非金銭的利益配分、金銭的利益
配分をモデル化することをセットで考えな
くてはいけない。 
（３） 具体的な研究プロジェクトを基に、
契約の実施（モデルケースとしての実証試
験） 
ネパールにおいて、キノコを用いた研究プロ
ジェクト、インドネシアでは、野生フルーツ
からの研究プロジェクトを立案し共同研究
契約の交渉、加えてベトナムでは、薬草の共
同研究、微生物バンクを活用した研究プロジ
ェクトを立ち上げ、これらの具体的プロジェ
クトから、具体的契約案の立案も実施する。 



（４） 日本の大学における、資源保有国研
究機関との共同研究における現状と問題点
抽出 
日本の大学における契約担当、産学連携・ラ
イフサイエンス関連部局に対して、海外遺伝
資源を活用する際の問題事例、研究契約締結
未完事例などについて、アンケートを実施し、
それを基に、ヒアリングを実施する。それら
の調査から、問題点の抽出とそれに対する解
決法を上述の１−３の結果を基に策定する。 
 
４．研究成果 
本研究の目的は、海外の遺伝資源を利用した
研究のスムーズな遺伝資源入手のための契
約雛型の提案である。 
（各国の国内法及び入手方法の調査）ネパー
ル、インドネシア、ベトナム、タイの生物多
様性条約（CBD）・名古屋議定書（NP）及び農
業・食料に関する植物遺伝資源に関する国際
条約（ITPGRFA）に関連する国内法と遺伝資
源を利用する際の手順と提供ポリシーの調
査を行った。（インドネシア）本事業の期間
で、インドネシアは NP を締結、国内法の整
備を開始し、海外の研究者が遺伝資源アクセ
スのためのインターネットを介した手順が
公開・運用され、提供ポリシーも明確である
ことが確認できた。（ベトナム）ベトナムに
おいては、in situ のサンプリングに関する
法律・手続きも省令で明確になっている（本
省令の利益配分等に実態との乖離があり、修
正が検討されている）。（タイ）大学間のタイ
遺伝資源を利用する共同研究については、事
前のタイ学術研究会議への相談および必要
な手続きの指導に従い、許諾入手のアクセス
ポイント（権限者）、手続きを行う（それら
の対応においても、タイ共同研究者が実施す
るため、日本側研究者の障壁ではない）。す
べてのリソースについて、権限者が定まって
いるわけではないので、タイ学術会議の指導
に従えば良い。（ネパール）ネパールでは、
国内法が未整備であるが、それぞれのリソー
スで管轄が定められている。農業関連であれ
ば、農業省、大学の共同研究であれば、教育
省が権限を持つが、最終的には環境省の判断
を待つことになる。それらの手順は、現時点
ではケースバイケースの状況にある。 
（表１）各国の国際法締結と法整備状況 

インドネシア以外の国については、遺伝資源
関連国際条約の締結や国内法の整備に関す

る新しい動きはなかった（表１）。 
 相手国遺伝資源の適正な入手方法につい
ては、その国に存在する場合、共同研究の際
に相手国研究機関による相手国内の入手手
続きを分担されることにより、大きな障壁で
はないことも理解された。 
（資源利用機関との共同研究の現状と契約
ポリシー・遺伝資源移転に関するポリシーの
調査） 
 （ネパール）ネパールでは前述の通り CBD
に関連する国内法はないが、それぞれのリソ
ースで管轄がある。国際共同研究においては、
知的財産の流出事例があり、特に厳しい制限
（生きた遺伝資源の提供は特殊な事情を除
き不可とする）とポリシーを有していた。そ
のため、加熱処理し、不活化した材料につい
ては比較的容易に授受が可能である。ネパー
ルを含む対象国では、国際共同研究では、MOU
の締結は、その国の権限者（例えば環境省等）
への提供許諾などの手続きに必要な手順で
有り、MOU⇒共同研究契約による遺伝資源の
利用範囲の決定⇒MTA による遺伝資源の授受
が、基本的流れであることも理解された。利
益配分の考え方は、研究を行うことの狭義の
経済的メリット、学術的メリットと国として
の産業的メリットが含まれることも研究協
力者へのヒアリングで明らかになった。経済
的メリットは、共同研究機関への研究者や学
生への教育、先端研究技術移転などの研究メ
リットも重要である。産業的メリットは、知
的財産の創出である。研究メリットは研究成
果の共有も含む。その観点から、MOU や共同
研究での相手研究機関へのメリット（研究経
費等を含む）の明確化と合意を事前に行う事
も、迅速な遺伝資源入手に重要な点であるこ
とが明らかになった。そのための MOU 締結で
もある。 
 提供される遺伝資源の使用目的、研究領域
においては、限定的な使用や、研究成果の利
用制限が為される場合もあり、よりスムーズ
な遺伝資源の授受を実現するためにも、今後
これらの分野別、遺伝資源別の条件の調査と
条件の整理を多くの国で行う必要があると
考えられた。 
（研究プロジェクトと契約締結）そのような
国内状況・利益配分の考え方であることを踏
まえ、本事業対象国である、ベトナム 4件（研
究プロジェクト以外の案件を含む）、インド
ネシア1件（研究プロジェクト以外の案件）、
ネパール 2件の入手案件（実証試験）から MTA
締結を試みた。MTA 案は、基本的に大学研究
であることから、基礎研究のための MTA 案で
あり、欧米で基本としている SLA を元に、非
金銭的利益（研究成果の共有）を明記する形
で、相手国の対応を検討した。各国の国内法
の調査の際に具体的利益配分に関する考え
方についてヒアリングを行った結果、論文の
共著、知財が発生した際には共有比率、取扱
いを別途締結する契約で定めることで概ね
理解されることが明らかになっていた。 



 結果、インドネシアを除くすべての国で、
本研究で作成した MTA 案は、ほとんど修正さ
れず、合意され締結した。これらの国での基
礎研究のための遺伝資源の入手を可能にし
た。インドネシアにおいて、共同研究契約、
MTA については、契約案の入手、締結までの
交渉を行ったが、研究実施中において、国内
ルールを別途定めている最中であって、具体
的契約交渉は進まなかった。一般的 MTA 雛型
を入手したが、通常アメリカ、ヨーロッパの
研究機関と締結しているMTAの内容に近いも
のの、定義の不正確性や知的財産の取扱いに
衡平でなく不明瞭な考え方が記載されるも
のであった。一方、バイオリソースセンター
における MTA 雛型は、欧米型に準じるもので
あり、容易に締結される内容になっている。
各リソースでの産業的価値などの違いによ
るものであろうと推測された。 
 これらの事例での MTA 雛型を用いて、対象
国以外の国（モンゴル、マレーシア、フィジ
ー、カンボジア）についても締結交渉を行い、
他国でも本MTA案は合意できることを確認し
た。 
（MTA 雛型）SLA を元に作成したが、改良点
は、以下の通り。 
A.研究成果を発表する際に、共著者として掲
載する（共同研究であるから貢献はあるの
で）ことを明記。 
B.新しい発明が完成したら、持ち分、取扱い
について、条件を別途締結する契約で定める。 
C.提供国の遺伝資源入手手続きについては、
提供者が責任を持って、適正な手続きを行う。 
という条項を加えた。 
３の条項については、本研究で交渉した際に、
すべての国で異論はなかった。 
（MOU）対象国においては、了解覚書（MOU）
の締結により、よりスムーズな遺伝資源入手
交渉が可能であることが、各国の研究協力者
へのヒアリング等で、また、幾つかの国での
具体的入手交渉で明らかになり、ベトナム 2
研究機関を対象にMOUの締結交渉、締結した。
この MOU締結で MOUのモデル化のための資料
となった。これら締結された MOU において、
目的の中に、研究者、学生、研究材料の交換
を明記し、研究材料の授受をあらかじめ合意
した事例もあった。これを元に、本研究で作
成した MTA 案を提示し、合意され、研究材料
の入手を実現した。 
（日本の大学における、資源保有国研究機関
との共同研究における現状と問題点抽出） 
本研究において、本テーマは海外の動向調査
と具体的交渉に時間のウエイトがかかり、大
規模な調査は未達である。個別の事例から、
海外遺伝資源を利用する際に、相手機関の利
益を明確にすることは必須であることは、前
述の通りであるが、日本からの大型予算によ
るMTAの締結は非常に容易であることもヒア
リングから判った。今後、遺伝資源の種類、
研究領域などの分類から、遺伝資源利用の際
の利益配分の詳細について、調査をすべきで

有り、そのことが理解されることにより、よ
りスムーズな交渉と入手が実現すると推測
された。 
（まとめ） 
A.各国でそれぞれ生物多様性条約関連の締
結状況、国内法の準備に違いはあるが、遺伝
資源の提供ポリシーはあまり変わらず、利益
配分が明記されていることが必須。利用する
遺伝資源、利用目的によって厳格に提供を限
定している場合がある。 
B.利益配分は、基礎研究であれば、研究成果
の共有で十分であり、場合により知的財産の
取扱い明記も重要となる。 
C.機関間の MOU を締結することにより、より
スムーズな遺伝資源の授受が可能になる。 
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